
 
 

 

上福岡七夕まつり広告掲載取扱基準 

 
 （趣旨） 
第１条 この基準は、上福岡七夕まつり有料広告取扱要綱（以下「要綱」という。）

に基づき実施する上福岡七夕まつり（以下「まつり」という。）に関する広告

媒体への広告掲載の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 
 （広告掲載の基準） 
第２条 広告媒体に掲載する広告物は、要綱第３条に適合したものでなければ

ならない。 
 （広告の媒体、規格及び掲載料金等） 
第３条 広告掲載の期間及び１回当たりの掲載料金等は別表のとおりとし、別

表の定めのないものについては、その都度、有料広告審査委員会（以下「委員

会」という。）で審査を行い、上福岡七夕まつり実行委員長（以下「実行委員

長」という。）が決定するものとする。 
２ 実行委員長は、広告媒体について広告掲載が可能と認められるものがあれ

ば、委員会で審査を行い、追加することができる。 
３ 実行委員長は、広告媒体について広告掲載が不適当と認められるものがあ

れば、委員会で審査を行い、削除することができる。 
（掲載の申込） 
第４条 実行委員長は、市報ふじみ野、市ホームページ等により、広告を掲載し

ようとする者を公募するものとする。 
２ 申込者は、実行委員長の定める期間内に、掲載しようとする広告の概要（広

告掲載の区分、希望する広告枠の箇所等）を記載した上福岡七夕まつり広告掲

載申込書（様式第１号。以下「申込書」という。）に掲載しようとする広告の

見本又は原稿を添えて実行委員長に提出しなければならない。 
 （広告掲載の審査及び決定） 
第５条 実行委員長は、前条第２項の申込書の提出を受けたときは、速やかに内

容の審査を行い、掲載の可否を決定し、上福岡七夕まつり広告掲載決定通知書

（様式第２号）又は上福岡七夕まつり広告不掲載決定通知書（様式第３号）に

より申込者に通知するものとする。 
２ 実行委員長は、要綱第８条第１項に規定する委員会の意見を聴き、掲載の可

否を決定することができる。 
３ 募集期間に、同一広告掲載場所に、要綱第７条に規定する優先順位を同じく

する複数の掲載申込があったときは、受付順により決定するものとする。ただ

し、募集期間内に応募がない場合、規定枠数以上の申請が出来るものとする。 
 （広告掲載料の納付） 



 
 

 

第６条 前条第１項の上福岡七夕まつり広告掲載決定通知書を受けた者（以下

「広告主」という。）は、実行委員長の指定する期日までに、第３条第１項に

定める掲載料を一括して納付しなければならない。 
２ 納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由

により広告を掲載することができなかったときは、その全部又は一部を還付

する。 
（広告の作成及び提出） 

第７条 広告主は、掲載する広告物を実行委員長が指定する期日までに、指定す

る場所に提出するものとする。 
２ 広告物は、広告主の責任及び負担で作成するものとする。 
 （広告内容等の変更） 
第８条 実行委員長は、広告の内容、デザイン等が各種法令に違反しているとき、

若しくはそのおそれがあるとき、又はこの基準に抵触していると判断したと

きは、広告主に対して広告の内容の変更を求めることができる。 
 （広告掲載の取消し） 
第９条 実行委員長は、広告主又は広告内容等が次の各号のいずれかに該当す

るときは、広告の掲載を取消すものとする。 
 (1) 実行委員長が指定する期日までに広告主が広告掲載料を納付しないとき。 
 (2) 実行委員長が指定する期日までに広告主が広告物を提出しないとき。 
 (3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。 
 (4) 前各号に掲げるもののほか、広告として不適切と実行委員長が判断したと

き。 
 （広告主の責任） 
第１０条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。 
２ 広告原稿の作成費用は、広告主の負担とする。 
 （その他） 
第１１条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、実行委員長が別に定め 

る。 
   附 則 
 この基準は、平成２８年５月３１日から施行する。 
 この基準は、令和６年４月１５日から施行する。 

  



 
 

 

別表（第３条関係） 
 上福岡七夕まつり広告掲載取扱基準 

広告媒体 期間 １回当たりの掲載料金 

まつりの概要が掲載さ

れ、市内に全戸配布され

るチラシ 

その都度、実行委員長が

決定する。 

１枠について５万円。

（利用枠は12か所とし、

2 枠まで） 

来場者に配布するまつ

り団扇 
その都度、実行委員長が

決定する。 

１枠について５万円。 
（利用枠は 6 か所とし、

2 枠まで） 

まつり東口本部会場ス

テージ 
その都度、実行委員長が

決定する。 

１面について３万円。 
（利用枠は 6 か所とし、

2 枠まで） 

 
  



 
 

 

様式第１号（第４条関係） 

 
上福岡七夕まつり広告掲載申込書 

 
年  月  日  

 
 上福岡七夕まつり実行委員長 宛て 

 
申込者 
住所（所在地） 
氏名（法人の場合は、名称及び代表者名） 

㊞ 
電話番号  

      ＦＡＸ番号 
         Ｅメールアドレス 

（担当者氏名） 

 
 上福岡七夕まつり広告掲載取扱基準第４条第２項の規定により、下記のとお

り広告を掲載したいので、広告物の概要を添えて申し込みます。 
記 

１ 広告掲載の区分（次の（１）から（３）までの１つに○を付けること。） 
 （１）チラシ 
 （２）団扇 
 （３）東口本部会場ステージ 

 
２ 選択する広告枠の箇所 
  ※掲載箇所 参照 

 
 
提出書類 

１ 広告物のデータ 

  



 
 

 

様式第２号（第５条関係） 

 
上福岡七夕まつり広告掲載決定通知書 

 
上 七 第   号  

  年 月  日  

 
 様 

 
上福岡七夕まつり実行委員会  
委員長     

 
      年   月   日付で申込のありました有料広告の掲載につきまして

は、上福岡七夕まつり広告掲載取扱基準第５条第１項の規定により、審査をし

た結果、下記のとおり掲載することを決定しましたので通知します。 
記 

１ 広告媒体の区分   

 
２ 広告掲載期間    

 
３ 広告掲載料     

 
４ 広告掲載料納付先    

 
５ 広告掲載料納付期限   

 
６ その他 

  



 
 

 

様式第３号（第５条関係） 

 
上福岡七夕まつり広告不掲載決定通知書 

 
上 七 第  号  

  年   月   日  

 
          様 

 
上福岡七夕まつり実行委員会  
委員長           

 
   年  月  日付で申込みのありました有料広告の掲載つきまして、

上福岡七夕まつり広告掲載取扱基準第５条第１項の規定により、審査をした

結果、下記のとおり掲載することができませんので通知します。 
記 

１ 不掲載理由 
 


